
福島市こども発達支援センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和６年３月２９日  

 

          福島市長       木  幡   浩         

 

福島市規則第  15 号  

 

福島市こども発達支援センター条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 福島市こども発達支援センター条例施行規則（昭和 48年規則第 57号）の一部を次のように改正する。  

 第２条に見出しとして「（定員）」を付し、同条を次のように改める。  

第２条  条例第６条に規定する福島市こども発達支援センターの定員は、条例第３条第１号に規定する児童発

達支援の契約児童数の上限とする。  

 第３条及び第４条（見出しを含む。）中「通所」を「利用」に改める。  

 第５条第１項中「通所」を「利用」に改め、「児童福祉法」の次に「（昭和 22年法律第 164号）」を加え、

同条第２項中「通所」を「利用」に改める。  

 第６条の見出し中「通所」を「利用」に改め、同条中「通所」を「利用」に、「退所」を「利用を終了」に、

「退所届」を「利用終了届」に改める。  

 第７条中「（以下「発達支援センター」という。）」を削り、同条第１号から第３号までを次のように改め

る。  



 ⑴  業務日誌  

 ⑵  利用児童台帳  

 ⑶  利用児童記録  

 第７条第４号を削る。  

 第８条中「発達支援センター」を「福島市こども発達支援センター」に改める。  

 様式第１号から様式第３号までを次のように改める。  



様式第１号（第３条関係）  

 

  



様式第２号（第４条関係）  

 

  



様式第３号（第６条関係）  

 

 

  



   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福島市こども発達支援センター条例施行規則（次項にお

いて「旧規則」という。）に定める様式により提出されている書類は、改正後の規則 に定める様式により提

出されたものとみなす。  

３  この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして

使用することができる。  


